
廿日市市妊婦歯科健康診査の実施方法（概要）

廿日市市妊婦歯科健康診査（Ｈ２２年６月１日から開始）

補助券の交付

1人1回

市は、親子（母子）健康手帳交付時に「妊婦歯科健康診査補助券（別紙１-①）」（以下「補助券」という）と

「妊婦歯科健康診査結果票（別紙１-②）」（以下「結果票」という）を対象者に交付する。

医療機関の受診

対象者は、補助券と結果票に必要事項を記入し、広島市歯科医療福祉対策協議会及び大竹市歯科医

師会の会員が開設又は管理する医療機関（以下「受託医療機関」という）で妊婦歯科健康診査を受診

することができる。

健診内容

（１）う蝕の状況（処置歯と未処置歯の本数）

（２）歯石の有無

（３）歯周疾患（歯肉炎と歯周炎の有無）

受託医療機関は、前項の歯科健康診査の結果を総合的に判断し、「異常なし」、「要指導」及び「要支援」

に判定し結果を親子（母子）健康手帳の「妊娠中と産後の歯の状態」に記載するとともに、妊婦に対し保

健指導を行うものとする。

自己負担金

無料（１回のみ）

請求方法

○方法 ①受託医療機関は、対象者が持参した補助券・結果票を切り取る。

②補助券は受託医療機関で保管しておく。

③受託医療機関は、結果票に健診結果を記入し、月毎に取りまとめ、妊婦歯科健康診査

事業実施報告書兼請求書（別紙２-①又は別紙２－②）を作成および押印する。

※別紙２－②は、歯科健康診査費用が委託単価を下回った場合に使用する。

○添付書類 ①妊婦歯科健康診査結果票（別紙１-②）

②妊婦歯科健康診査事業実施報告書兼請求書（別紙２-①又は別紙２－②）

③口座振替依頼書（初回時のみ）

※口座の登録内容に変更がある場合は再提出してください。

○提出時期 月ごとにまとめて翌月１０日までに提出

○請求方法 廿日市市子育て応援室まで送付する。

対象者 廿日市市

妊婦歯科健康診査補助券の交付

受診

健康診査

報告・請求（毎月）

支払（毎月）

集合契約

※対象者は、廿日市市外の医療機関で受診希望があり、補助券が使用できるか不明な場合は、直接、受診希望の医療機関へ連絡また

は廿日市市へ問い合わせして、補助券が使用できるか確認する。

会員である

受託医療機関

広島市歯科医療福祉対策協議会及び

大竹市歯科医師会
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